
伊丹市狭あい道路拡幅整備に関する要綱 

 

制  定  昭和６３年 ６月 １日 

最近改正  令和 ３年 ４月 １日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、建築行為に係る後退道路用地の確保及び整備について必要な事項を定

め、もって交通、災害対策等都市機能の向上を図り、良好な住環境の確保と安全なまちづ

くりに資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

  狭あい道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条

第２項の他、法の規定に基づき後退が伴う道路で、市道及び市長がこれと同等と認め

る道路をいう。 

  後退道路用地 狭あい道路の境界線と法第４２条２項の規定によりみなされる道路の

境界線との間に存在する土地をいう。 

  道路用地 後退道路用地の区域内の土地で、道路の供用が開始されていないもの。 

  建築行為 建築物を建築し、又は建築物以外の工作物を築造する行為をいう。 

  建築主等 狭あい道路に接する土地に建築行為をしようとする建築主並びに道路用地

の所有者及び道路用地内にある工作物の所有者をいう。 

 

（適用対象） 

第３条 この要綱は、狭あい道路に接する土地において行う建築行為で、法第６条第１項（法

第８８条第１項により準用される場合を含む。）に規定する確認の申請（以下「確認申請」

という。）が必要なものについて適用する。 

 

（市長の責務） 

第４条 市長は、この要綱に基づく狭あい道路の拡幅の必要性について、建築主等の理解が

得られるよう啓発に努めなければならない。 

 

 （建築主等の責務） 

第５条 建築主等は、狭あい道路の拡幅の必要性を理解し、通行に支障のない形態に拡幅す

るよう努めなければならない。 

 

（事前協議） 

第６条 建築主等は、確認申請を行う前又は申請後直ちに、狭あい道路事前協議書（様式第

１号）を市長に提出し、道路用地の取扱いについて協議するものとする。 

２ 建築主等が後退道路用地を管理する場合は、前項に規定する協議を終了するものとする。 

 

（道路用地の寄付） 

第７条 建築主等は、前条に規定する協議の結果、道路用地を寄付することの協議が成立し

たときは寄付申出書を市長に提出するものとする。 

２ 建築主等は、前項に規定する協議が成立したときは、道路用地に係る測量及び分筆登記

を行うものとする。 

 



（道路用地の使用貸借） 

第８条 建築主等は、道路用地を無償により使用することの協議が成立したときは市長と後

退道路用地使用貸借契約を締結するものとする。 

２ 建築主等は、前項に規定する協議が成立したときは、道路用地に係る測量を行うものと

する。 

 

（用地測量等に要する費用負担） 

第９条 道路用地に係る測量及び分筆に要する費用は、建築主等が負担するものとする。 

 

（後退工事） 

第１０条 建築主等は、第６条第１項の規定による協議の成立後、速やかに道路用地内にあ

る門、塀、生垣、擁壁その他道路管理の支障となるものについて移転等の工事（「後退工事」

という）を行い、道路の整備が可能な状態にしなければならない。 

２ 後退工事は、当該建築物等に係る工事が完了するまでに、行わなければならない。 

 

（道路用地の整備及び維持管理） 

第１１条 市長は、第７条又は第８条に規定する協議が成立した道路用地について、狭あい

道路整備申請書（様式第２号）の提出を受けたときは、周辺の路面状況に応じて整備し、

維持管理するものとする。ただし、土地の形状等により道路整備が困難であると判断した

道路用地は、この限りでない。 

 

（固定資産税及び都市計画税の取扱い） 

第１２条 市長は、市が道路用地を無償により使用等する場合、当該道路用地の固定資産税

及び都市計画税を軽減又は免除することができる。 

 

（適用除外） 

第１３条 この要綱は、伊丹市宅地開発等指導要綱（昭和４９年５月１５日施行）の規定に

基づき、市長と協議するものについては適用しない。 

 

（準用） 

第１４条 この要綱の施行の日より以前に行われた狭あい道路に係る道路用地の取得等の手

続きについては、第６条から前条までの規定を準用する。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、昭和６３年６月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成２７年１２月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 



付 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 






